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ＭＶＮＯに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン 改定案 
（下線は改正部分） 

改定案 現行 

  

２ 電気通信事業法に係る事項 ２ 電気通信事業法に係る事項 

(３)ＭＶＮＯと利用者との間の関係 (３)ＭＶＮＯと利用者との間の関係 

２）消費者保護規律 ２）消費者保護規律 

一般消費者向けの主要な移動通信サービス51（法人契約52等を除

く。以下この２） において同じ。）を提供するＭＶＮＯは、次に掲

げる規律の対象となる。なお、①、 ④、⑤及び⑥の規律について

は、ＭＶＮＯに係る契約の媒介等を業として行う者も対象となる。 

① 提供条件概要説明義務（事業法第２６条） 

 主要な移動通信サービス51の提供に関する契約の締結をしようと

するときは、 その料金その他の提供条件の概要について利用者に

説明しなければならない（事 業法第２６条）53。 

② 書面の交付義務及び初期契約解除制度（事業法第２６条の２及び

第２６条の３）  

主要な移動通信サービス51の提供に関する契約の締結後に契約締

結書面を利用 者に交付しなければならない（事業法第２６条の

２）。さらに、一部のサービスに おいて利用者は、当該書面受領

後等から８日間は、電気通信事業者の合意なく契 約解除できるこ

ととしている（初期契約解除制度（事業法第２６条の３））53。 

 ③ 電気通信業務の休廃止の周知義務（事業法第２６条の４） 

 電気通信業務（利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ない電気通

信役務に係るものを除く。）の全部又は一部を休止し、又は廃止し

ようとするときは、利用者の利益を保護するために必要な事項につ

一般消費者向けの主要な移動通信サービス51（法人契約52等を除

く。以下この２） において同じ。）を提供するＭＶＮＯは、次に掲

げる規律の対象となる。なお、①、 ③、④及び⑤の規律について

は、ＭＶＮＯに係る契約の媒介等を業として行う者も対象となる。 

① 提供条件概要説明義務（事業法第２６条） 

 主要な移動通信サービス51の提供に関する契約の締結をしようと

するときは、 その料金その他の提供条件の概要について利用者に

説明しなければならない（事 業法第２６条）53。 

② 書面の交付義務及び初期契約解除制度（事業法第２６条の２及び

第２６条の３） 

 主要な移動通信サービス51の提供に関する契約の締結後に契約締

結書面を利用 者に交付しなければならない（事業法第２６条の

２）。さらに、一部のサービスに おいて利用者は、当該書面受領

後等から８日間は、電気通信事業者の合意なく契 約解除できるこ

ととしている（初期契約解除制度（事業法第２６条の３））53。 

 ③ 電気通信業務の休廃止の周知義務（事業法第２６条の４） 

 電気通信業務（利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ない電気通

信役務に係るものを除く。）の全部又は一部を休止し、又は廃止し

ようとするときは、利用者の利益を保護するために必要な事項につ
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いて、利用者への周知義務が課されている （事業法第２６条の４

第１項）53。また、利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気 通信役

務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、あらかじめ総務

大臣に届け出ることとされている（事業法第２６条の４第２項）
53。  

④ 苦情等処理義務（事業法第２７条）  

主要な移動通信サービス51の利用者からの苦情及び問合せについ

ては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない（事業法第

２７条）53。この場合、ＭＶＮ Ｏに寄せられた苦情及び問合せ

が、ＭＮＯの提供する電気通信役務に関する内容 である場合に

は、ＭＮＯはＭＶＮＯと協力して対応する必要がある。 

 ⑤ 不実告知等の禁止（事業法第２７条の２第１号） 

 主要な移動通サービス51の提供に関する契約に関する事項であっ

て、利用者 の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの54につい

て、故意に事実を告げず、又 は事実でないことを告げる行為が禁

止（事業法第２７条の２第１号）されている 53。 

⑥ 自己の名称等又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止

（事業法第２７条の２第２号） 

電気通信役務の勧誘に先立って「自己の氏名又は名称」、「当該

勧誘に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名若しく

は名称」、「勧誘である旨」を告げずに勧誘する行為が禁止され

ている。 

⑦ 勧誘継続行為の禁止（事業法第２７条の２第３号） 

主要な移動通信サービス51の提供に関する契約について、勧誘を受

けた者が契 約を締結しない旨の意思（契約の締結を断ることに加

え、勧誘の継続自体を希望 しないことも含まれる。）を表示した

いて、利用者への周知義務が課されている （事業法第２６条の４

第１項）53。また、利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気 通信役

務に係る電気通信業務の休止又は廃止については、あらかじめ総務

大臣に届け出ることとされている（事業法第２６条の４第２項）
53。  

④ 苦情等処理義務（事業法第２７条） 

 主要な移動通信サービス51の利用者からの苦情及び問合せについ

ては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない（事業法第

２７条）53。この場合、ＭＶＮ Ｏに寄せられた苦情及び問合せ

が、ＭＮＯの提供する電気通信役務に関する内容 である場合に

は、ＭＮＯはＭＶＮＯと協力して対応する必要がある。 

 ⑤ 不実告知等の禁止（事業法第２７条の２第１号）  

主要な移動通サービス51の提供に関する契約に関する事項であっ

て、利用者 の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの54につい

て、故意に事実を告げず、又 は事実でないことを告げる行為が禁

止（事業法第２７条の２第１号）されている 53。 

 

 

 

 

 

 

⑥ 勧誘継続行為の禁止（事業法第２７条の２第２号） 主要な移動
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の継続自体を希望 しないことも含まれる。）を表示した場合、勧
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場合、勧誘を継続する行為が禁止（事業法第 ２７条の２第３号）

されている53。 

 ⑧ 代理店に対する指導等の措置義務（事業法第２７条の４） 電気

通信事業者には、代理店の業務を監督する責任者の選任等の代理店

への指導等の措置55を行う義務（事業法第２７条の４）が課されて

いる。 

誘を継続する行為が禁止（事業法第 ２７条の２第２号）されてい

る53。 

 ⑦ 代理店に対する指導等の措置義務（事業法第２７条の３） 電気

通信事業者には、代理店の業務を監督する責任者の選任等の代理店

への指 導等の措置55を行う義務（事業法第２７条の３）が課され

ている。 

なお、総務大臣は、事業法第２６条、第２６条の２、第２６条の４、第

２７条、 第２７条の２及び第２７条の４の規定に違反したときは、総務

大臣が業務の方法の改善その他の措置をとるべき旨の命令を発動

することが可能とされている（事業法 第２９条第２項）。 

なお、総務大臣は、事業法第２６条、第２６条の２、第２６条の４、第

２７条、 第２７条の２及び第２７条の３の規定に違反したときは、総務

大臣が業務の方法の改善その他の措置をとるべき旨の命令を発動す

ることが可能とされている（事業法 第２９条第２項）。 
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